
1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑨⽼久保・杉沢地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
旧杉沢⼩中学校 隣接地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）

基幹集落センター(猿辺⽀所) ⑦下⽥・⾙守地区 指定避難所

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

杉沢ふるさと会館 隣接地区 指定避難所

・旧杉沢⼩中学校、隣接する地区の基幹集落センター(猿辺⽀所)への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況
－ － － － －

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

・孤⽴する恐れはないが旧杉沢⼩中学校グラウンドはヘリ離着陸可能であ
る。

検
討
後

・避難場所は旧杉沢⼩中学校
（⼀時避難場所）、隣接する
地区の基幹集落センター(猿辺
⽀所)を利⽤する。（杉沢ふるさ
と会館は危険区域内にある）

・旧杉沢⼩中学校、隣接す
る地区の基幹集落センター
(猿辺⽀所)への避難経路上
に危険箇所があるが、現状で
は対策不要である。

・孤⽴する恐れはないが旧杉
沢⼩中学校グラウンドはヘリ
離着陸可能である。

⑨⽼久保・杉沢
地区（孤⽴集

落）

検
討
前

・避難場所は2箇所指定さ
れており、安全。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

・当地区は孤⽴する恐れは
ないものの、地区内のヘリ
ポート1箇所利⽤可能。



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑩⼆五⼭地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
旧杉沢⼩中学校 隣接地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）

基幹集落センター(猿辺⽀所) ⑦下⽥・⾙守地区 指定避難所

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

・旧杉沢⼩中学校、隣接する地区の基幹集落センター(猿辺⽀所)への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況
－ － － － －

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

検
討
後

・避難場所は旧杉沢⼩中学
校（⼀時避難場所）、隣
接する地区の基幹集落セン
ター(猿辺⽀所)を利⽤する。

・旧杉沢⼩中学校、隣接す
る地区の基幹集落センター
(猿辺⽀所)への避難経路上
に危険箇所があるが、現状で
は対策不要である。

⑩⼆五⼭地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の旧杉沢⼩中学校（⼀時
避難場所）、基幹集落セン
ター(猿辺⽀所)を利⽤する。

・隣接する地区の旧杉沢⼩
中学校、基幹集落センター
(猿辺⽀所)への避難経路上
に危険箇所があるが、現状で
は対策不要である。

⑪⼤平地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・隣接する地区の旧杉沢⼩中学校、基幹集落センター(猿辺⽀所)への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

基幹集落センター(猿辺⽀所) ⑦下⽥・⾙守地区 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑪⼤平地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
旧杉沢⼩中学校 隣接地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑫泉地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
旧杉沢⼩中学校 隣接地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）

基幹集落センター(猿辺⽀所) ⑦下⽥・⾙守地区 指定避難所

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

・隣接する地区の旧杉沢⼩中学校、基幹集落センター(猿辺⽀所)への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況
－ － － － －

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の旧杉沢⼩中学校（⼀時
避難場所）、基幹集落セン
ター(猿辺⽀所)を利⽤する。

・隣接する地区の旧杉沢⼩
中学校、基幹集落センター
(猿辺⽀所)への避難経路上
に危険箇所があるが、現状で
は対策不要である。

⑫泉地区（孤
⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑬滝沢地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
旧杉沢⼩中学校 隣接地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）

基幹集落センター(猿辺⽀所) ⑦下⽥・⾙守地区 指定避難所

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

・隣接する地区の旧杉沢⼩中学校、基幹集落センター(猿辺⽀所)への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況
－ － － － －

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の旧杉沢⼩中学校（⼀時
避難場所）、基幹集落セン
ター(猿辺⽀所)を利⽤する。

・隣接する地区の旧杉沢⼩
中学校、基幹集落センター
(猿辺⽀所)への避難経路上
に危険箇所があるが、現状で
は対策不要である。

⑬滝沢地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】

4.物資の輸送⼿段の確保

・孤⽴する恐れはないが⽃川⼩学校グラウンドはヘリ離着陸可能である。

検
討
後

・避難場所は農村環境改善
センター(⽃川⽀所)、⽃川
⼩学校、豊川ほうえい会館を
利⽤する。

・農村環境改善センター(⽃川⽀
所)、⽃川⼩学校、豊川ほうえい
会館への避難経路上に危険箇所
があるが、現状では対策不要であ
る。（熊原川の洪⽔浸⽔区域が
ある）

・孤⽴する恐れはないが⽃川
⼩学校グラウンドはヘリ離着
陸可能である。

⑭⽃川⼩学校
他地区（孤⽴
避難）

検
討
前

・避難場所は3箇所指定さ
れており、安全。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

・当地区は孤⽴する恐れは
ないものの、地区内のヘリ
ポート1箇所利⽤可能。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・農村環境改善センター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校、豊川ほうえい会館への
避難経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。（熊原川の洪
⽔浸⽔区域がある）

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑭⽃川⼩学校他地区（孤⽴避難場所）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

農村環境改善センター(⽃川⽀所) 指定避難所
⽃川⼩学校 指定避難所
豊川ほうえい会館

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
－ － －

指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の農村環境改善センター(⽃
川⽀所)、⽃川⼩学校、豊
川ほうえい会館を利⽤する。

・隣接する地区の農村環境改善セ
ンター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校、
豊川ほうえい会館への避難経路上
に危険箇所があるが、現状では対
策不要である。（熊原川の洪⽔
浸⽔区域がある）

⑮沼ノ久保地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・隣接する地区の農村環境改善センター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校、豊川ほ
うえい会館への避難経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要であ
る。（熊原川の洪⽔浸⽔区域がある）

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

⽃川⼩学校 ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所
豊川ほうえい会館 ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑮沼ノ久保地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
農村環境改善センター(⽃川⽀所) ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の農村環境改善センター(⽃
川⽀所)、⽃川⼩学校を利
⽤する。

・隣接する地区の農村環境改善セン
ター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校への避
難経路上に危険箇所があるが、現状
では対策不要である。（熊原川の洪
⽔浸⽔区域がある）（武⼠澤橋、
⽥畑橋は未耐震）

⑯野⽉・椛ノ⽊
地区（孤⽴集

落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

橋梁未耐震 武⼠澤橋 町 町道武⼠沢扨ケ平椛ノ⽊線（⽃内） 【未実施】
橋梁未耐震 ⽥畑橋 町 町道松⼭⽃内沢舞⼿線（⽃内） 【未実施】

・隣接する地区の農村環境改善センター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。（熊原川の洪⽔浸
⽔区域がある）（武⼠澤橋、⽥畑橋は未耐震）

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

⽃川⼩学校 ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑯野⽉・椛ノ⽊地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
農村環境改善センター(⽃川⽀所) ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の農村環境改善センター(⽃
川⽀所)、⽃川⼩学校を利
⽤する。（⼤⾆交流センター
は危険区域内にある）

・隣接する地区の農村環境
改善センター(⽃川⽀所)、
⽃川⼩学校への避難経路
上に危険箇所があるが、現
状では対策不要である。

⑰⼤⾆地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は1箇所指定さ
れており、安全。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・隣接する地区の農村環境改善センター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

⼤⾆交流センター 危険箇所内 指定避難所

⽃川⼩学校 ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑰⼤⾆地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
農村環境改善センター(⽃川⽀所) ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は隣接する地区
の農村環境改善センター(⽃
川⽀所)、⽃川⼩学校を利
⽤する。

・隣接する地区の農村環境
改善センター(⽃川⽀所)、
⽃川⼩学校への避難経路
上に危険箇所があるが、現
状では対策不要である。

⑱⼤⾕地地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は地区内には指
定されていない。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・隣接する地区の農村環境改善センター(⽃川⽀所)、⽃川⼩学校への避難
経路上に危険箇所があるが、現状では対策不要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

⽃川⼩学校 ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑱⼤⾕地地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

－ －

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
農村環境改善センター(⽃川⽀所) ⑭⽃川⼩学校他地区 指定避難所

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は梅内ふれあい
会館を利⽤する。（泉⼭あ
すなろ会館は危険区域内に
ある）

・梅内ふれあい会館への避難
経路上に危険箇所がある
が、現状では対策不要であ
る。

⑲泉⼭・遠藤地
区（孤⽴集
落）

検
討
前

・避難場所は2箇所指定さ
れており、安全。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・梅内ふれあい会館への避難経路上に危険箇所があるが、現状では対策不
要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

泉⼭あすなろ会館 危険箇所内 指定避難所

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑲泉⼭・遠藤地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

梅内ふれあい会館 指定避難所

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
－ － －

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）



1.地区の検討図⾯ 2.避難場所の確保

3.避難経路の確保

【地区の検討結果】　※検討地区内には洪⽔浸⽔想定区域はない。

4.物資の輸送⼿段の確保

検
討
後

・避難場所は⽬時さわやか
会館を利⽤する。

・⽬時さわやか会館への避難
経路上に危険箇所がある
が、現状では対策不要であ
る。

⑳⽬時地区
（孤⽴集落）

検
討
前

・避難場所は1箇所指定さ
れており、安全。

・避難所までの経路上に阻
害する恐れのある危険箇所
はある。

地区名 ⽐較
検討 ①避難⽬標地点 ②避難限界範囲 ③避難場所 ④避難経路 ⑤物資の輸送⼿段 ⑥孤⽴解消の⽅策 ⑦孤⽴の

判定

－ － － － －

・⽬時さわやか会館への避難経路上に危険箇所があるが、現状では対策不
要である。

事業種別 箇所番号 実施主体 事業名(事業箇所) 施策実施状況

2-3.利⽤不可な避難場所
避難所・避難場所名 利⽤不可の理由 避難所種別

－ － －

防災公共推進計画　三⼋県⼟整備事務所管内　【三⼾町】　⑳⽬時地区（孤⽴集落）検討結果

2-1.利⽤可能な避難場所（地区内）
避難所・避難場所名 避難所種別

⽬時さわやか会館 指定避難所

避難所・避難場所名 地区名 避難所種別
－ － －

2-2.利⽤可能な避難場所（地区外）


